
投
票
は
候
補
者
の
氏
名
を
一
人
だ
け

ハ
ッ
キ
リ
と
書
い
て
く
だ
さ
い
。

候
補
者
の
氏
名
や
字
を
忘
れ
た
と
き

は
、
投
票
記
載
台
の
上
の
候
補
者
一
覧

表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

候
補
者
の
氏
名
は
ハ
ッ
キ
リ
と

投
票
は
決
め
ら
れ
た
投
票
所
で
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
郵
送
さ
れ
た

「
入
場
券
」
で
投
票
所
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

平
成
17
年
８
月
26
日
ま
で
に
転
居
の

届
け
出
を
し
た
人
は
新
住
所
地
の
投
票

所
で
投
票
が
で
き
ま
す
。
８
月
27
日

以
後
に
届
け
出
を
し
た
人
は
、
旧
住
所

地
の
投
票
所
で
の
投
票
と
な
り
ま
す
。

投
票
の
場
所
は

衆
議
院
の
解
散
に
伴
い
、
９
月
11
日
（
日
）
は
衆
議
院
議
員
の
総

選
挙
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
選
挙
は
国
の
未
来
を
決
め
る
大
事
な
選
挙
で
す
。
選
挙
公

報
（
行
政
協
力
員
を
通
じ
て
各
家
庭
に
配
布
し
ま
す
）・
政
見
放
送
を

参
考
に
よ
く
考
え
て
、
あ
な
た
の
大
切
な
一
票
を
ム
ダ
に
し
な
い

よ
う
、
投
票
日
に
は
皆
さ
ん
そ
ろ
っ
て
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

船
員
・
身
体
障
害
者
の
人
で
選
挙
人

名
簿
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
に
つ
い
て
は
入
場
券
を
郵
送
し
ま

せ
ん
が
、
投
票
は
で
き
ま
す
。

（
船
員
に
つ
い
て
は
選
挙
人
名
簿
登
録

証
明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
）

選
挙
人
名
簿
登
録
者
に
限
ら
れ
ま

す
。（
選
挙
権
停
止
中
の
者
は
除
く
）

選
挙
人
名
簿
は
、
昭
和
60
年
９
月
12

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平

成
17
年
６
月
１
日
以
前
か
ら
引
き
続
い

て
長
門
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
人
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
６
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
人
は
、
前
住
所
地
で
投
票
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
次
の

８
つ
の
投
票
所
に
つ
い
て
は
午
前
７
時

か
ら
午
後
７
時
ま
で
で
す
。
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

・
大
垰
投
票
所
　
・
田
久
道
投
票
所

・
久
津
投
票
所
　
・
本
郷
投
票
所

・
大
浦
投
票
所
　
・
油
谷
投
票
所

・
水
岬
投
票
所
　
・
川
尻
投
票
所

●
日
時
　
９
月
11
日
（
日
）

午
後
９
時
30
分
〜

●
場
所
　
な
が
と
総
合
体
育
館

●
中
間
発
表

小
選
挙
区
の
み
午
後
10

時
30
分
か
ら
30
分
お
き
に
開
票
状

況
の
中
間
発
表
を
行
う
予
定
で
す

投
票
で
き
る
人
は

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は

開

票

は

最
初
に
小
選
挙
区
の
投
票
用
紙
に
候

補
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

続
い
て
、
比
例
代
表
お
よ
び
国
民
審
査

の
投
票
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

係
員
が
投
票
用
紙
を
お
渡
し
す
る
際

に
説
明
し
ま
す
の
で
、
間
違
い
の
な
い

よ
う
に
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

投

票

の

順

序

投
票
の
時
間
は

身
体
が
不
自
由
な
ど
の
理
由
で
文
字

が
書
け
な
い
人
は
、
代
理
投
票
が
で
き

ま
す
。
係
員
が
本
人
に
代
わ
っ
て
本
人

の
指
示
通
り
投
票
用
紙
に
記
入
し
ま

す
。
投
票
の
内
容
が
外
に
も
れ
た
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

目
の
不
自
由
な
人
は
、
点
字
で
投
票

で
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
投
票
所
で
係
員

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

代
理
・
点
字
投
票

期

日

前

投

票

や
め
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
裁

判
官
に
つ
い
て
の
み
、
氏
名
の
上
の
欄

に
×
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
や
め
さ
せ

た
く
な
い
と
思
う
裁
判
官
に
つ
い
て

は
、
何
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

投
票
を
し
た
く
な
い
人
は
、
投
票
用

紙
を
受
け
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
を
受
け
取
っ
た
後
で
も
投

票
を
し
た
く
な
い
人
は
、
投
票
箱
に
入

れ
な
い
で
係
員
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
た
め

投
票
で
き
な
い
人
は
「
期
日
前
投
票
」

が
で
き
ま
す
。
投
票
入
場
券
が
届
い
て

い
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
期
間

・
衆
議
院
議
員
総
選
挙

８
月
31
日

〜
９
月
10
日

・
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

９
月
４
日

〜
９
月
10
日

●
場
所
・
時
間

・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

・
各
総
合
支
所

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

・
各
出
張
所午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
※
土
・
日
は
除
く
）

※
居
住
地
域
で
の
限
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
の
会
場
で
も
期
日
前
投
票

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

不

在

者

投

票

指
定
病
院
な
ど
に
入
院
中
の
人

指
定
病
院
な
ど
に
入
院
し
て
い
る
人

は
、
そ
の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。
病
院
長
や
施
設
の
管
理
者
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

市
外
に
滞
在
中
の
人

本
人
が
「
宣
誓
書
・
請
求
書
」
に
よ

り
長
門
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
不
在

者
投
票
の
請
求
を
し
て
、
投
票
用
紙
を

送
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
投
票
用
紙
を
持

っ
て
滞
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
行
き
不
在
者
投
票
を
し
ま
す
。

請
求
は
早
め
に
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ

い
。

②
戦
傷
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障
害

は
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
、
内

臓
機
能
の
障
害
は
特
別
項
症
か
ら

第
３
項
症
と
書
い
て
あ
る
人

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護

５
と
書
い
て
あ
る
人

対
象
者
は
「
郵
便
投
票
証
明
書
」
の

交
付
を
受
け
て
、
自
宅
な
ど
で
不
在
者

投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
用
紙
の
請
求

は
９
月
７
日

ま
で
で
す
。

代
理
記
載
で
郵
便
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視

覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級
と
書
い

て
あ
る
人

②
戦
傷
者
手
帳
に
上
肢
ま
た
は
視
覚
の

障
害
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第

２
項
症
と
書
い
て
あ
る
人

代
理
記
載
の
方
法
に
よ
る
投
票
を
行

う
た
め
に
は
「
郵
便
投
票
等
証
明
書
」

に
加
え
、
あ
ら
か
じ
め
手
続
き
（
代
理

記
載
の
た
め
の
申
請
、
代
理
記
載
人
の

届
出
）
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

郵
便
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の

障
害
は
１
級
か
２
級
、
内
臓
機
能

の
障
害
は
１
級
か
３
級
、
免
疫
の

障
害
は
１
級
か
ら
３
級
と
書
い
て

あ
る
人

投
票
所
を
案
内
す
る
入
場
券
は
自
宅

へ
郵
送
し
ま
す
。
氏
名
と
投
票
所
を
よ

く
お
確
か
め
の
う
え
、
投
票
日
に
は
必

ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
忘
れ
ず
に

入
場
券
が
届
か
な
い
場
合
や
入
場

券
を
紛
失
し
た
場
合
で
も
、
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で

き
ま
す
の
で
、
当
日
、
投
票
所
の
受

付
係
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

選
挙
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

長
門
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

23
‐
１
１
６
７


